
教
育
基
本
法
改
悪
を
許
さ
ず
、

生
徒
、
保
護
者
・
父
母
、
地
域
の
参
加
と
共
同
の
開
か
れ
た
学
校
づ
く
り
を

憲
法
改
悪
の
動
き
と
連
動
し
て
、
教
育
基
本
法
改
悪
の
動
き
も
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
る
二
月
一
八

日
に
、
河
村
文
部
科
学
相
が
与
党
に
「
公
明
党
も
改
正
の
方
向
で
異
存
は
な
い
。
で
き
れ
ば
（
国
会
に
）
提
出
だ
け
で
も
し
た

い

」
と
発
言
し
て
い
ま
す
。
二
月
二
五
日
に
は
民
主
党
の
西
村
議
員
が
「
お
国
の
た
め
に
命
を
投
げ
出
し
て
も
か
ま
わ
な
い

。
人
間
を
生
み
出
す
。
お
国
の
た
め
に
命
を
捧
げ
た
人
が
あ
っ
て
、
今
こ
こ
に
祖
国
が
あ
る
こ
と
を
子
ど
も
た
ち
に
教
え
る
。
こ

れ
に
尽
き
る

」
と
教
育
基
本
法
改
正
促
進
委
員
会
設
立
総
会
で
発
言
し
て
い
ま
す
。
三
月
二
四
日
ま
で
に
「
教
育
基
本
法
の

。

理
念
を
生
か
そ
う
」
と
い
う
決
議
が
二
四
二
の
地
方
自
治
体
で
上
が
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
一
方
自
民
党
の
「
国
民
運
動
で
改

正
促
進
の
世
論
づ
く
り
」
の
方
針
に
よ
っ
て
、
四
月
一
五
日
現
在
一
七
県
で
「
教
育
基
本
法
の
改
正
を
求
め
る
意
見
書
」
が
採

択
さ
れ
て
い
ま
す
。
五
月
一
五
日
に
は
愛
媛
県
で
内
閣
府
の
「
教
育
改
革
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」
が
行
わ
れ
、
河
村
文
科
相

が
「
教
育
勅
語
に
は
大
事
な
倫
理
観
が
あ
り
、
そ
の
精
神
が
悪
い
か
と
言
え
ば
そ
う
で
は
な
い
」
と
発
言
し
て
い
ま
す
。
会
場

か
ら
は
八
人
の
う
ち
六
人
が
教
育
基
本
法
「
改
正
」
に
反
対
の
意
見
を
表
明
し
ま
し
た
。

こ
の
間
私
た
ち
は
、
教
職
員
一
筆
署
名
を
提
起
し
、
公
立
学
校
教
職
員
の
過
半
数
を
超
え
る
六
六
〇
〇
筆
以
上
を
集
め
ま
し

た
。
そ
れ
と
と
も
に
地
域
の
方
と
手
を
結
び
、
県
内
五
駅
頭
で
の
八
時
間
リ
レ
ー
ト
ー
ク
宣
伝
行
動
を
成
功
さ
せ
る
な
ど
、
教

育
基
本
法
改
悪
反
対
の
世
論
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
二
〇
〇
四
年
五
月
一
五
日
に
は
、
埼
高
教
が
所
属
す
る
、
子

ど
も
と
教
育
・
文
化
を
守
る
埼
玉
県
民
会
議
主
催
の
「
守
ろ
う
生
か
そ
う

教
育
基
本
法
県
民
集
会
」
が
開
か
れ
ま
し
た
。
地

域
の
父
母
や
中
学
生
、
高
校
生
、
高
校
・
障
害
児
学
校
の
教
職
員
ら
が
ト
ー
ク
に
参
加
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
学
校
に
対

す
る
思
い
や
、
教
育
基
本
法
を
守
り
発
展
さ
せ
た
い
と
い
う
願
い
が
語
ら
れ
ま
し
た
。
ザ
・
ニ
ュ
ー
ス
ペ
ー
パ
ー
の
元
メ
ン
バ

ー
松
崎
菊
也
さ
ん
の
鋭
い
風
刺
に
会
場
は
笑
い
の
渦
に
包
ま
れ
な
が
ら
、
楽
し
く
積
極
的
に
教
育
基
本
法
を
伝
え
て
い
く
大
切

さ
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
ト
ー
ク
の
中
で
、
私
た
ち
が
毎
年
取
り
組
ん
で
い
る
、
三
十
人
学
級
を
求
め
る
百
万
署

名
の
運
動
が
学
校
現
場
で
着
実
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
も
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

教
育
基
本
法
を
生
か
す
学
校
づ
く
り
を
す
る
た
め
に
、
今
こ
そ
生
徒
、
保
護
者
・
父
母
、
地
域
の
参
加
と
共
同
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す

「
特
色
化
」
を
押
し
つ
け
ら
れ
、
競
争
に
さ
ら
さ
れ
、
多
忙
化
に
ま
す
ま
す
拍
車
が
か
か
り
、
教
職
員
も
生
徒
も

。

疲
れ
て
い
ま
す
。
学
校
現
場
の
困
難
な
課
題
を
、
教
職
員
だ
け
が
抱
え
込
む
の
で
な
く
、
生
徒
、
保
護
者
・
父
母
、
地
域
住
民

が
対
等
平
等
な
立
場
で
直
接
対
話
に
参
加
し
て
、
解
決
し
て
い
く
こ
と
が
き
わ
め
て
重
要
で
す

「
指
導
力
不
足
教
員
」
や
学

。

校
評
議
員
制
度
、
学
校
自
己
評
価
、
教
職
員
の
自
己
申
告
制
度
な
ど
、
矢
継
ぎ
早
の
「
教
育
改
革
」
に
よ
っ
て
学
校
の
管
理
が

ま
す
ま
す
強
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
競
争
主
義
的
な
市
場
原
理
に
も
と
づ
く
「
教
育
改
革
」
が
強
行
さ
れ
れ
ば
、
経
済

効
率
優
先
、
愛
国
心
重
視
の
教
育
が
強
制
さ
れ
て
い
く
の
は
東
京
の
例
で
明
ら
か
で
す
。
生
徒
、
保
護
者
・
父
母
、
地
域
の
参

加
と
共
同
に
よ
っ
て
、
開
か
れ
た
学
校
づ
く
り
を
し
て
い
く
こ
と
は

「
教
育
は
不
当
な
支
配
に
服
す
る
こ
と
な
く
、
国
民
全

、

体
に
対
し
直
接
に
責
任
を
負
っ
て
行
わ
れ
（
教
基
法
第
十
条

」
る
た
め
の
第
一
歩
で
す
。
ま
た
、
学
校
の
構
成
員
で
あ
る
生

）

徒
が
参
加
す
る
こ
と
は
「
人
格
の
完
成
を
目
指
し
、
平
和
的
な
国
家
及
び
社
会
の
形
成
者
（
第
一
条

」
を
育
成
す
る
こ
と
に

）

つ
な
が
り
ま
す
。
県
内
で
も
、
長
野
県
辰
野
高
校
の
三
者
協
議
会
な
ど
に
学
び
、
保
護
者
・
父
母
、
地
域
に
開
か
れ
た
学
校
づ

く
り
へ
の
試
み
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

教
育
基
本
法
の
改
悪
を
許
さ
ず
、
学
校
現
場
で
さ
ら
に
生
か
さ
れ
る
よ
う
に
生
徒
、
保
護
者
・
父
母
、
地
域
に
積
極
的
に
意

義
を
語
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
生
徒
、
保
護
者
・
父
母
、
地
域
の
参
加
と
共
同
の
学
校
づ
く
り
で
、
一
人
一
人
が
尊
重
さ
れ
国

民
が
主
人
公
の
教
育
の
実
現
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

右
、
決
議
し
ま
す
。

二
〇
〇
四
年
五
月
二
十
三
日

埼
玉
県
高
等
学
校
教
職
員
組
合

第
六
十
三
回
定
期
大
会


